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私たちが暮らす都留市は、高川山を始めとする二十一秀峰の山々、平成の名水百選に選出

された十日市場・夏狩湧水群や名勝田原の滝などの水辺景観、城跡や陣屋跡などの城下町の

面影を残す歴史的景観、公立大学法人都留文科大学を始め３つの大学を擁し、多くの学生が

集い研鑽に励む様子が伺えるまちなみ景観など、特色ある景観が形成されております。 

これらの都留市らしい良好な景観の保全・形成を図るため、本市は、平成２８年１月に景

観法で定める景観行政団体となり、市の望ましい景観の姿と守るべきルールなどを定めた

「都留市景観計画」を策定いたしました。 

この計画では、ふるさとのかけがえのない美しい景観を見つめ直し、先人たちから受け継

いだ景観を大切に守り、育て、後世に継承していくとともに、多くの人の交流と協働により、

心地よい良好な景観を創出していくため『住むひとにとっても、訪れるひとにとっても心地

よい 誇りと交流を育む景観まちづくり』を基本理念としております。 

この基本理念を共有し、本計画に基づき、市民、事業者、行政などが協働で取り組むこと

により、「ふるさとへの愛着と誇りを持てる魅力ある景観づくり」を実現してまいりたいと

考えております。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、市民アンケート調査にご協力いただきました皆様

を始め、貴重なご意見、ご提言を賜りました景観まちづくり市民懇談会会員及び景観計画策

定委員会委員の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

令和３年１月 

 都留市長  堀内 富久  
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